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令和４年度 第５回喜多方市水道事業経営等審議会 議事概要 

 

１．開催概要 

 

日 時 令和 5年 8月 30日（水）10:00～12:00 

場 所 喜多方市水道課東庁舎 2階会議室 

出 席 者 委 員 平澤委員、物江委員、高橋委員、佐々木委員、雪委員、秋山委員、 

長嶋委員、瓜生委員、遠藤委員、吉田委員 

事務局 馬場建設部長、遠藤課長、清野課長補佐、平林係長、横山主査、 

齋藤主任主査、山形副主任主査 

次 第 １ 開会 

２ 議事 

（１）第４回審議会での意見及び回答について 

（２）喜多方市水道事業経営戦略及び水道料金適正化計画について 

（３）答申書（案）について 

３ その他 

・審議会答申について 

４ 閉会 

配 布 資 料 資料１ 令和４年度 喜多方市水道事業経営等審議会委員名簿 

資料２ 「第 4回喜多方市水道事業経営等審議会 意見等提出書」への回答 

資料３ 喜多方市水道事業経営等審議会（第 5回） 説明用資料 

資料４ 小口径（13～20mm）における料金の比較 

資料５ 喜多方市水道事業経営戦略（案） 

【計画期間：令和 5年度～令和 14年度】 

資料６ 喜多方市水道事業経営戦略（案） 

【計画期間：令和 5年度～令和 14年度】【概要版】 

資料７ 喜多方市水道料金適正化計画（案） 

【料金算定期間：令和 7年度～令和 11年度】 

資料８ 喜多方市水道料金適正化計画（案） 

【料金算定期間：令和 7年度～令和 11年度】【概要版】 

資料９ 水道事業経営等に関する答申（案） 

参考資料 第 4回審議会説明用資料（資料 6）抜粋版 
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２．会議内容（要旨） 

 

案  件 主な意見・質問 回 答 等 

第4回審議会

での意見及び

回答について 

特になし － 

喜多方市水道

事業経営戦略

及び水道料金

適正化計画に

ついて 

・ 口径別の利用者の比率はどのよ

うになっているか。（委員）  

・ 件数で言うと、市全体の 9 割程度が

13mmとなっている。（事務局） 

・ 小口径の基本料金が 370 円増

額となるが、増額分をどのよう

に使用していくか計画はあるの

か。（委員）  

 

 

 

 

・ 必要な収入を確保するために、

事務局ではケース④-1 が良い

と考えているということか。

（委員） 

・ ④-1 と④-3 の大きな違いは基

本水量の有無と考えてよいか。

（委員）  

・ 料金改定ありきではなく、健全な水道事

業を運営していくためにどの程度の料

金収入が必要で、その収入を確保するた

めにどの程度の改定が必要となるかを

順序立てて検討し、今回の料金表を作成

している。小口径の増額分を何に充てる

のかという観点で検討はしていない。

（事務局） 

・ ケース間で料金改定により得られる収

益に大きな差はなく、いずれのケースで

あっても必要な料金収入は確保可能で

ある。（事務局） 

・ そのような認識で問題ない。基本料金は

両ケースで同額であり、基本水量の有無

により従量料金の内訳部分が異なる。

（事務局） 

・ 基本水量の解消が目指すべき方

向性でありながら、基本水量を

維持している団体が多い理由は

何か。（委員）  

・ そのような理由がある中で、事

務局として基本水量を廃止する

方針している理由は何か。

（委員） 

・ 基本水量の廃止により現行から大幅な

改定となってしまう点が主な理由では

ないかと思う。（事務局） 

 

・ 主に公平性という観点から、基本水量を

廃止することが望ましいと考えている。

（事務局） 

・ 小口径の使用水量 6 ㎥で比較し

た場合、④-1と④-3で約 500

円の差があるが、この差は健全

な事業運営に影響はないのか。

（委員）  

・ ご指摘いただいた使用水量では④-3 が

安価であるが、21㎥以上の場合は④-1

の方が安価となる。ケース間でこのよう

な差があるが、両ケースとも得られる給

水収益は同程度である。（事務局） 

・ 利用者が水道料金を改定する理

由を理解できる説明資料があれ

ばよいと思う。（委員）  

・ これまでの審議会で説明した改定の背

景や検討経緯は、水道料金適正化計画に

も記載している。料金改定を行う際に

は、本計画と併せて、審議会で慎重に議

論された結果である旨を事前にHPで公

表する予定である。（事務局） 
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案  件 主な意見・質問 回 答 等 

喜多方市水道

事業経営戦略

及び水道料金

適正化計画に

ついて 

・ 一人ずつ賛同できる案を伺いた

い。（委員）  

・ 6割以上の方が 19㎥以下のため、これ

ら少量利用者のアップ率が小さい④-3

が最適と考える。（委員１ ） 

・ 少量利用者のアップ率が小さい④-3 が

良いと思う。（委員２）  

・ どの水量の人も安くなればいいとは思

うが、そうはいかないため、9割の方が

13mm を使用していることを踏まえ、

④-3がいいと思う。（委員３）  

・ ④-3 は大口利用者の人にとってアップ

率が大きいが、致し方ないと思うので④

-3で良いと思う。（委員４）  

・ 19㎥以下の利用者が 21㎥以上の 3倍

近くいることを踏まえると④-3 が良い

と思う。5年後の料金改定の際に少子高

齢化等の状況も変化し、多量利用者は減

っていくと思われるため、その際に新た

な料金体系を検討いただきたい。

（委員５） 

・ ④-1 は大幅なアップ率であるため、市

民の方から拒否反応が出ると思う。④-3

であれば多量利用者でも 19%程度であ

り、最も高いアップ率でも 26%程度と

なっているため、④-3 で良いと思う。

（委員６）  

・ ④-3 の体系で将来的に問題がないので

あれば、④-3が良いと思う。（委員７） 

・ ④-1 の推奨理由が個別原価主義の考え

に沿っているということ以外になく、必

ずしも基本水量を廃止する必要がない

とのことであるため、少量利用者へ寄り

添っていくためにも④-3が良いと思う。

高齢化が進んだ現在となっては、基本水

量廃止の時期を逸したという印象であ

る。（委員８）  

・ 基本水量を維持することで、少量利用の

場合水道料金が基本料金内に収まるこ

と、いずれのケースであっても必要な料

金収入は得られることから、④-3 が良

いと思う。（委員９） 
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案  件 主な意見・質問 回 答 等 

喜多方市水道

事業経営戦略

及び水道料金

適正化計画に

ついて 

・ ④-3 は大口利用者にとってア

ップ率が大きいため、何か特典

があればいいと思う。（委員）

 

・ ④-3がいいと思うが、大量に水

を使用する施設にとっては、改

定に伴い水道料金が大幅に上昇

するとことで施設利用料等を上

げざるを得なくなり、結果的に

高齢者の負担が大きくなること

が懸念される。（委員）  

・ 増額に対して水道事業の方から補填す

ることは、収入減かつ支出増に繋がるた

え、料金改定の目的を考えると難しい。

（事務局） 

・ 大規模施設で多く使用される中大口径

については、④-1と④-3の差は小さい。

また、大口利用者の中でも特に使用水量

が多い方々に対しては、個別需給給水制

度が適用されていることから、一定配慮

はされていることをご理解いただきた

い。（事務局） 

・ 健全な水道事業を運営していく

ために必要な費用を計算してい

ると思うが、経費等の削減は見

込んでいるのか。（委員）  

・ 主に民間委託という形で、支出抑制の取

組等を行ってきており、それらに伴う人

員削減等を踏まえた上で必要な総括原

価を算出し、料金改定までの検討を行っ

ている。（事務局） 

・ 改定により水道料金が上がった

際に、節水意識が高まるのでは

ないか。その際に④-3でも予定

していた収入が得られるのか。

運営側からすると、④-1 でない

と経営は難しいのではないか。5

年後にも料金改定を実施すると

思うが、料金体系は今回で概ね

決まるのではないかと思ってい

る。（委員）  

・ 将来の節水意識に関しては不透明な部

分があるため、具体的な数値としての反

映はしていないが、人口や水需要の予測

を比較的厳しめに検討しており、これら

予測を基に得られる料金収入を推計し

ているため、④-1でも④-3でも問題は

ないと考えている。（事務局） 

・ また、節水意識により影響を受けやすい

のは④-3かと思うが、④-1も影響は受

けることとなる。毎年度の決算状況等を

確認しつつ、次回の改定時期等について

検討を行うことを想定している。基本水

量の必要性についても、次回改定時の審

議会にて再度審議いただくことになる

と考えている。（事務局） 

・ 喜多方市のダムでは渇水の心配

はないのか。（委員）  

・ 喜多方市で使用されている日中ダムは、

農業用水が主となっている。過去の経験

を踏まえ、今年度は早い時期から調整を

行っていたこともあり、現時点では農業

用の水量は確保されている。農業の時期

が過ぎると水道での使用が主となるが、

農業用水に対して微小であるため、渇水

の心配はないと思われる。（事務局） 
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案  件 主な意見・質問 回 答 等 

喜多方市水道

事業経営戦略

及び水道料金

適正化計画に

ついて 

・ 基本水量が 6 ㎥であるのは何故

か。（委員）  

 

・ それは昔の話ではないか。令和

7 年度以降に 1 人当たりの使用

水量を調査した上で、次回の改

定時期に基本水量を見直すこと

も考えられるのではないか。

（委員）

・ 1人当たり1ヵ月の水使用量が5～6㎥

と言われていた時代があり、そこを踏ま

えて設定している。（事務局） 

・ 1人当たりの水量については把握できて

いないため、貴重なご意見と捉え、今後

の課題とさせていただく。（事務局） 

・ 一委員としての意見は、一般市

民の目線で考えると値上げが大

きいと感じるため、④-3 の方が

良いのではないかと思う。まと

めとしては④-3 ということで

よろしいか。（委員）  

・ －（各委員、了承（異議なし）） 

答申書（案）

について 

・ ３ページの誤字を修正いただき

たい。（委員）  

・ ５ページの今後の検討項目に、

13mmと 20mmの基本料金の

区分に関する内容を記載しなく

てもよいのか。審議会において

も議論になった内容であり、同

じく変更が難しいと結論づけら

れた基本水量の廃止については

記載があるため、追記すべきで

はないか。（委員）  

・ 誤字については修正する。（事務局） 

 

・ 追記すべき内容と考えられるため、修正

したうえで再度委員の皆様に書面でご

提示する。（事務局） 

その他 ・ 料金改定のスケジュールについ

て、改正給水条例施行が令和 7

年 10 月からとなっている。令

和 7 年度に料金改定を行うとの

話であったため、令和 7 年の 4

月 1 日から適用されるという認

識であったが、10月とすること

でこれまで提示されてきた総括

原価や水量等と半年分ずれが生

じることになるのではないか。

（委員）  

・ それであれば料金適用を 5 月か

らにしてどうか。今までの審議

会資料にできるだけ合わせるの

ならば、最低 5～6月に適用し、

1～2 ヵ月程度のずれに抑える

べきではないか。（委員） 

・ 冬期は雪等の影響で現地検針ができな

いため、実際の使用水量が分からない中

で 4 月から新料金を適用することは難

しい。このような気象的な理由で 10月

からの新料金適用を想定していた。気象

条件等を考慮すると、1ヵ月遅れの 5月

1日からの適用が最短になると考えられ

る。（事務局） 

 

 

 

・ 事務局からの説明が不足していたこと

をお詫び申し上げる。できるだけ速やか

に改定に向けて動けるよう、内部で調整

する。資料についても、該当箇所の記載

を再度検討して皆様にご提示する。（事

務局） 

 


